
 

船舶事故調査報告書 

令和５年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年６月２６日 １５時００分ごろ 

発生場所 埼玉県八潮
や し お

市所在のマリーナ 

 水元
みずもと

公園四等三角点から真方位２５０°７４０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°４７.５′ 東経１３９°５１.２′） 

事故の概要  水上オートバイ吉祥
きっしょう

丸及び水上オートバイねこ丸は、共に桟橋に

係留作業中、吉祥丸がねこ丸に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年８月８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ 吉祥丸、０.２トン 

   ２３２－４６１４９埼玉、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ ねこ丸、０.１トン 

   ２３０－４８８５２埼玉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者） 

損傷 Ａ 船首部船底に擦過傷 

Ｂ 船尾部に破損、船首部に擦過傷 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

水象：川面 平穏 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、後部座席に家族１人（以下「同

乗者Ａ」という。）を乗せ、Ｂ船と共に遊走した後、八潮市所在のマ

リーナに戻り、Ｂ船の後に続いて、同マリーナの岸壁から南西方に延

びる桟橋に右舷着けする態勢で接近した。 

 船長Ａは、桟橋まで約０.５ｍの距離まで接近したところで、桟橋

上のマリーナスタッフから係留索を投げ渡されたが、同索が操縦ハン

ドル右側のスロットルレバーの真上に届き、同索を落とさないように

スロットルレバーごと掴
つか

んでしまった。 

 Ａ船は、船首を浮上させた状態で急発進し、前方に入船で停船して

いたＢ船の船尾部に衝突し、同乗者Ａが左舷側に落水した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、後部座席に家族１人（以下「同

乗者Ｂ」という。）を乗せ、Ａ船に先行して、桟橋の最も岸壁寄りに

右舷着けした。 

 船長Ｂは、後方からエンジン音を聞いたものの振り向く間もなく、

Ａ船がＢ船の船尾部に衝突して同乗者Ｂが右舷後方に落水し、Ｂ船は



 

前方に押されて岸壁に接触した。 

 同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、共に救助され、同乗者Ａに負傷はなかっ

たが、同乗者Ｂが頸
けい

椎
つい

捻挫等を負った。 

分析  Ａ船は、桟橋に右舷着けする際、桟橋上から投げ渡された係留索が

操縦ハンドルのスロットルレバーの真上に届き、船長Ａが同索を落と

さないようにスロットルレバーごと掴んでしまったことから、急発進

して前方に停船していたＢ船に衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、桟橋に右舷着けしていたところ、Ａ船が衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、桟橋に右舷着けする際、桟橋上から投げ渡され

た係留索が操縦ハンドルのスロットルレバーの真上に届き、船長Ａが

同索を落とさないようにスロットルレバーごと掴んでしまったため、

急発進して前方に停船していたＢ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、スロットルレバーの誤操作に注意する

こと。 

 


